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あきる野市中小企業振興資金融資制度

あきる野市小口零細企業保証資金融資制度

ご 案 内

融資限度額

運転資金・設備資金・開業資金

１，０００万円

返済期間

運転資金７年・設備資金１０年

開業資金７年

あきる野市



申込みから融資実行までの流れ

※設備資金を利用した場合、融資決定するまでは、設備施工の契約や設備（車両）購入契約

等を交わさないでください。また、原則として融資実行は、設備施工（納品等）完了後と

なります。施工完了前の融資が必要な場合はご相談ください。

【注意】設備資金による車両購入については、一部車種により制限があります。

借入手続きの所要日数

融資申込みをして、受付完了後から融資実行まで、通常約３週間程度かかりますので、

計画的にご利用ください。（ただし、開業者・新規者等はさらにかかることがあります。）

保証料の助成について

開業資金を利用した方は、保証料の１／２の額を助成しますので、東京信用保証協会

から交付される「保証のお知らせ」のコピーを添えて申請してください。

取扱金融機関

※秋川農業協同組合においては、「開業資金」の融資及びあきる野市小口零細企業

保証資金融資を取扱いません。

問い合わせ・申込み先

秋川農業協同組合 本店 ☎ ５５９－５１１１

秋川農業協同組合 東秋留支店 ☎ ５５８－００７８

秋川農業協同組合 多西支店 ☎ ５５８－７６２１

秋川農業協同組合 五日市支店 ☎ ５９６－１４３１

(株)りそな銀行 あきる野支店 ☎ ５５８－２６１１

青梅信用金庫 秋川支店 ☎ ５５８－１６１１

青梅信用金庫 増戸支店 ☎ ５９６－５３１１

西武信用金庫 秋川支店 ☎ ５５８－１３１１

西武信用金庫 五日市支店 ☎ ５９６－１８１１

多摩信用金庫 秋川支店 ☎ ５５９－３１１１

多摩信用金庫 あきる野支店 ☎ ５５０－３１１１

あきる野市役所商工観光部

商工振興課商工振興係

☎ ５５８－１８６７

（ダイヤルイン）

あきる野商工会 ☎ ５５９－４５１１

あきる野商工会五日市支所 ☎ ５９６－２５１１
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